
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
五
年
七
月
八
日
提
出

質
問
第
一
二
二
号

国
、
特
殊
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
公
益
法
人
、
認
可
法
人
の
タ
イ
ム
カ
ー
ド
導
入
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意

書
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国
、
特
殊
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
公
益
法
人
、
認
可
法
人
の
タ
イ
ム
カ
ー
ド
導
入
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意

書

一

あ
る
特
殊
法
人
の
内
部
告
発
に
よ
る
と
、
出
勤
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
勤
簿
を
改
ざ
ん
し
て
、
出
勤
と
す
る

行
為
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
行
為
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
程
度
あ
る
の
か
。

国
、
特
殊
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
公
益
法
人
、
認
可
法
人
に
関
し
て
、
部
署
ご
と
に
発
生
年
度
、
件
数
、
内
容
を
お
示

し
願
い
た
い
。

二

タ
イ
ム
カ
ー
ド
導
入
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
。

�

国
、
特
殊
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
公
益
法
人
、
認
可
法
人
の
う
ち
、
現
在
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
が
導
入
さ
れ
て
い
る
部

署
は
ど
こ
か
。
ま
た
国
、
特
殊
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
公
益
法
人
、
認
可
法
人
ご
と
に
、
そ
の
比
率
を
お
示
し
願
い
た

い
。

�

勤
務
事
情
、
業
務
の
特
殊
性
等
を
考
慮
す
る
と
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
の
導
入
が
相
応
し
く
な
い
部
署
は
、
ど
こ
だ
と
考
え

て
い
る
か
。
部
署
名
を
お
示
し
願
い
た
い
。

一



�

タ
イ
ム
カ
ー
ド
を
導
入
し
て
も
差
し
支
え
な
い
部
署
に
導
入
の
予
定
は
あ
る
か
。
導
入
予
定
が
無
い
部
署
は
な
ぜ
導
入

し
な
い
の
か
。

�

国
、
特
殊
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
公
益
法
人
、
認
可
法
人
へ
の
タ
イ
ム
カ
ー
ド
の
導
入
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
考
え
る

か
。

右
質
問
す
る
。

二


